
地方公共団体が、地域公共交通計画及び立地適正化計画その他のまちづくり・観光
計画において中長期的に必要なネットワーク（鉄道・バス路線）を位置付けた場合
に、ネットワーク形成に必要な施設整備等に関する地域の取組を支援
交付対象者・補助率：地方公共団体※、補助対象事業費の１／２
対象事業：地域公共交通活性化再生法による地域公共交通特定事業の実施計画（鉄
道事業再構築事業実施計画、地域公共交通利便増進実施計画など）の大臣認定を受
けて行う鉄道施設・バス施設の整備
※交付金については、地方公共団体からの補助金を受けて、民間事業者等も事業実施可能

Vol．２９５
（R05.10.25）

まちづくりに関して紹介したい地域の取組、配信アドレスの変更等については、
まちづくり相談窓口(メールはこちら)まで ※配信希望も随時受け付けております。

今号の記事
○ ＜focus＞改正地域交通法が１０月１日から全面施行となりました。
○ ＜news＞無電柱化の説明会を開催しました！
○ ＜news＞令和５年度住生活月間功労者の表彰
○ ＜お知らせ＞ウポポイイベント情報！！
○ ＜お知らせ＞滝野の森フォトコンテスト

・・・各記事のタイトルをクリックすると、記事掲載ページへジャンプします
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北海道開発局都市住宅課
まちづくり相談窓口

開発局HPにアンケートフォームを作成しました！是非、皆様の感想を是非お聞かせください。
まちづくりメールニュースアンケート

▲ＴＯＰ

＜focus＞改正地域交通法が１０月１日から全面施行となりました。
～地域公共交通の「リ・デザイン」～

改正地域交通法が１０月１日より全面施行となりました。「社会資本整備総合交付
金」の基幹事業が今年度から拡充し、「地域公共交通再構築」の項目が追加になり
ました。また、市街地整備に「都市・地域交通戦略事業」を拡充したことから、今
年５月には道内市町村に向けた説明会を開催するなど、今注目度抜群の事業で
す！！※基幹事業の追加は創設以来初めて

Ｑ．そもそも、都市空間と公共交
通って関係があるの？

多くの地方都市で発生している市街地の拡散・人口減少がこのまま進むと、公共交
通の利用者が減少・公共交通事業者の経営悪化・サービス水準の低下の恐れという
負のスパイラルが進む可能性があります。そこで、公共交通と都市構造の改善が連
携し支え合う必要があると考えています。ここで、新規に追加された事業を紹介し
ます！

Ａ．関係があります！

と
等を定め持続可能な都市構造への転換を推進する制度です。様々な

事業を位置づけることが可能で、関連する市街化区域外（都市計画区域外を含む）の

地域公共交通再構築事業

mailto:hkd-ky-matidukuri@gxb.mlit.go.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHnszZFsA028z7Rz1aWXooOliaZD7dtOupxl6XVpl2dUN082MVUyWU0zV0ExTko0VUxKRTEyWUozOS4u
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▲ＴＯＰ

都市・地域交通戦略推進事業

総合的な都市交通の戦略に
基づく施策の推進HP

（バーコードをクリックし
てもアクセス出来ます。）

改正地域交通法が10月１日よ
り全面施行についての報道発
表資料HP（バーコードをク
リックしてもアクセスできま

す。）

都市の骨格を支える交通インフラの整備（支援イメージ）

「まちづくり」と「公共交通」の連携についてご相
談等がございましたら、北海道開発局事業振興部都
市住宅課もしくは北海道運輸局交通政策部交通企画
課等、普段お付き合いのある部署でかまいませんの
で、お気軽にご連絡ください！！

徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、
地下街、駐車場等の公共空間や公共交通からなる都市の交通システムを明確な政策
目的の下、都市・地域総合交通戦略等に基づき、パッケージ施策として総合的に支
援をします。

補助対象：地方公共団体、法定協議会等※交付金については、地方公共団体からの
補助金を受けて、民間事業者等（独立行政法人都市再生機構や特定非営利活動法人
等を含む）も事業実施可能
補助率：１／３（ただし、立地適正化計画に位置づけられた事業等は１／２にかさ
上げ）
拡充内容：まちづくりの将来像の実現に必要な都市の骨格となる基幹的な公共交通
軸を立地適正化計画等に即地的・具体的に位置づけた場合に、
○当該公共交通軸を形成する、鉄道・LRT・BRT等の走行空間（レール・架線等）の
整備を支援対象に追加
○持続可能性・利便性・効率性の高いネットワークへの再構築を図る観点から、立
地適正化計画等に位置付けられた公共交通軸の形成に必要な交通施設整備について、
交通事業者が主体となる場合にも補助率をかさ上げ（１／３⇒１／２）

以下バーコードから地域公共
交通の「リ・デザイン」に向
けた事業の詳細を確認出来ま
す。（バーコードをクリック
してもアクセスできます。）

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_fr_000015.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000335.html
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▲ＴＯＰ

２．無電柱化まちづくり促進事業

市街地開発事業等における無電柱化のうち、電線共同溝方式（電線を道
路管理者が道路の地下に設ける施設）によらず行われる無電柱化につい
て、地方公共団体が実施又は助成するものを対象に、国が財政支援を行
います。

１．都市再生整備計画事業

市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あ
ふれるまちづくりを総合的に支援。全国の都市の再生を効率的に推進す
ることにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を
図ることを目的とする事業です。

対象事業は、道路・公園・河川等に加え、高質空間形成施設の整備として電線類
地下埋設施設の整備、電柱電線類移設も補助対象。

交付対象事業費

国費率：４０％（歴史的風致維持向
上計画関連や脱炭素先行地域関連等、
国の重要施策に適合するものについ

ては４５％）都市再生整備計画事業ＨＰ
（バーコードをクリックし
てもアクセス出来ます）

＜news＞無電柱化に関連する事業を紹介します。
～北海道の自治体向けの無電柱化説明会を開催しました～

無電柱化の大きなメリットをご存じですか？
①防災性の向上
②安全性・快適性の確保
③良好な景観形成 等
安全で災害にもしなやかに対応し、観光にも貢献するのが無電柱化の取
組ですが、北海道内では２％を切る普及率です。以下にて、都市住宅課
が担当する無電柱化に関する事業を今回は一部簡単に紹介します。

https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000013.html
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▲ＴＯＰ

その他にも、多数の補助事業がございます。無電柱
化についてのご相談等がございましたら北海道開発
局都市住宅課までご連絡ください。

まだまだ普及率が低い無電柱化ですが、今年８月に北海道の自治
体を対象にした無電柱化の説明会を開催しました！！
当日は現地とWEBの併用開催で各省庁、開発局における取組の紹
介、自治体の検討状況等の紹介・説明会を開催しました。

←説明会当日の様子

※約１１７の自
治体から現地と
WEBの合計で約
１５０名の方が
参加しまし
た！！

国費率：１／２
交付対象：地方公共団

体

無電柱化に係る設計費及び施設整備費（地上機器・電線等の工事費を除く）※間
接交付の場合、上記の２／３（区域面積が３，０００㎡未満の場合は上記の１．
２倍の２／３）を超えない額

無電柱化まちづくり促進事業Ｈ
Ｐ（バーコードをクリックして
もアクセス出来ます）

交付対象事業費

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000085.html
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▲ＴＯＰ

国土交通省では、住生活月間（※）の行事の一環として、住意識の向上、ゆとりある住生活の
実現及び建築物の質の向上を図るため、各分野において活躍された個人・団体に対し、功労
者表彰を行っております。
今年度は、国土交通大臣表彰３１件、住宅局長表彰６件の個人・団体が表彰されました。
その内、北海道では栗山町が国土交通大臣表彰を受賞しました。
（なお功労者表彰名簿は国土交通省 HP に掲載されています。）

（※）毎年１０月を「住生活月間」と定め、国民の住意識の向上を図り、
豊かな住生活を実現するため、総合的な啓発活動を展開しております。

令和５年度住生活月間功労者の表彰
～栗山町が国土交通大臣表彰を受賞～

栗山町 公営住宅曙団地 公営住宅等整備事業

国土交通大臣表彰

【規模等】
整備年度 平成２７年度～令和２年度
整備戸数 ９棟７２戸
敷地面積 ２１，７０３．１９㎡
床面積 5,960.10㎡
構造・階数 木造２階建て
住戸タイプ １ＬＤＫ、２ＬＤＫ、３ＬＤＫ

https://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000116.html
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▲ＴＯＰ

北海道内では下表のとおり平成１９年に名称を「住宅月間」から「住生活月間」に改めて以降、毎
年度大臣表彰もしくは局長表彰を受賞をしています。（名称変更前の平成１８年以前についても
掲載していませんが多く受賞しています。）
近年は、公営住宅等の整備そのものだけでなく、空き家対策、地場産木材の活用、民間の住宅
環境の整備と多岐に渡る内容について表彰対象となっております。

（過去の北海道内の受賞について）
年度 表彰種別 市町村 事業

Ｈ19
大臣 木古内町 いさりび団地

局長 森町 度杭崎団地（特公賃、建替）

Ｈ20
大臣 東川町 西団地

局長 鶴居村 鶴居Ｃ団地

Ｈ21
大臣 比布町 ふれあい団地

局長 釧路市 興津団地

Ｈ22

大臣 利尻富士町 第二見晴ヶ丘団地

局長
北竜町 いちい団地

上川町 駅前団地Ｂ

Ｈ23
大臣 釧路町 遠矢団地

局長 足寄町 北団地

Ｈ24
大臣 士別市 北部団地

局長 羽幌町 新朝日団地

Ｈ25
大臣 当麻町 駅前団地

局長 岩見沢市 北１条団地

Ｈ26
大臣 夕張市 歩団地

局長 稚内市 宝来団地

年度 表彰種別 市町村 事業

Ｈ27
大臣 倶知安町 白樺団地

局長 紋別市 大山団地

Ｈ28
大臣 鹿部町 ひまわり団地

局長 津別町 旭町団地

Ｈ29
大臣 東川町 清流団地

局長 根室市 光洋団地

Ｈ30
大臣 津別町 西町団地

局長 旭川市 北彩都団地

Ｒ1
※胆振東部地震のため
北海道内からの推薦なし

Ｒ2
大臣 豊富町 富士見団地

局長 紋別市 まちなか幸団地

Ｒ3 局長
南幌町 地域住宅政策推進事業

名寄市 北斗・新北斗団地

Ｒ4
大臣 東川町 公営住宅南町１丁目団地

局長 当別町 町産材活用促進事業

【功績概要】
高齢世帯や子育て
世帯が共存できる
ようバリエーション
豊かな住戸構成とし、
団地内の広場や緑
地はそれぞれ役割
をもたせて配置する
ことで、町内会活動
や防災活動によるコ
ミュニティの創出を
図っている。

配置図

栗山町産木材を使用→

また、当団地は田園地
帯に立地することから高
さを抑え景観に配慮し、
外観は町の歴史的建造
物と同系色とし、構造材
や外装材に栗山町産の
カラマツを使用すること
で、地場産業の振興にも
寄与するなど、優れた創
意工夫により、住環境を
向上させた。

←コミュニティを創出

都市住宅課で所掌している補助事業の中で、お力添えできるものがあるかもしれません
ので、気になることがありましたら、ご連絡をお願いいたします。

構造材 バルコニー側外装材

集会所・みんなの広場
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▲ＴＯＰ

ウポポイ無料開放ＤＡＹ

アイヌアートショー 2 0 2 3

アイヌアート、工芸、音楽、食など様々な
ジャンルで活躍されている方々と直接会っ
て話せる２日間。工芸品展示や販売、食文
化体験、音楽ライブ、アーティストトーク、
ワークショップ等などイベント盛りだくさ
ん！！
開催期間：2023年11月３日（金・祝）～

2023年11月４日（土）

【開催中】
国立アイヌ民族博物館

第７回特別展示

今年もウポポイの無料開放が開催！
文化の日はウポポイへ行こう！！
開催日：2023年11月３日（金・祝）
※駐車料金および一部の体験プログラム
は有料となります。

会 期：2023年９月16日（土）～
2023年11月19日（日）

会期中に、関連イベント（ギャラリートーク）
が開催されます。

詳細につきましては、下記リンクからご確認ください。
https://ainu-upopoy.jp/specialevent/artshow-
2023/#event02

詳細につきましては、下記リンクからご確認ください。
https://nam.go.jp/exhibition/floor2/special/rekis
hi2023/

https://ainu-upopoy.jp/specialevent/artshow-2023/#event02
https://nam.go.jp/exhibition/floor2/special/rekishi2023/
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▲ＴＯＰ

滝野の森フォトコンテスト2023
～滝野の森ゾーンで撮影した写真を大募集～

滝野の森ゾーンで撮影した写真を大募集中です！！
花・人・風景・虫など、あなたが滝野の森で見つけた魅力を教えてください

応募作品は全て公園内に展示し、冬の期間に来園者による投票を行います。
入賞者には表彰状と景品をプレゼント。

○募集期間 ２０２３年４月２０日（木）～２０２
３年１１月１０日（金）

○展示期間 ２０２３年４月２０日（木）～２０２
３年１１月１０日（金）
※応募いただいた写真を順次、展示します。
展示場所：森の情報館（滝野の森ゾーン）
最寄駐車場：森口駐車場

○投票期間 ２０２３年１２月２３日（土）～２０
２４年３月３１日（日）
※来園者の方による投票を行います。
展示場所：ビジターセンター（中心ゾーン）
最寄駐車場：東口駐車場

さらに、１０／１０～１１／１０の期間では紅葉フォトコンテ
スト２０２３を開催中です！！（Instagram）

2022年度最優秀作品「コサメビタキのモグモ
グタイム?」
撮影者：ウッチーさん

昨年度の上位入賞作品や詳細な応募条件は滝野
すずらん丘陵公園HPをご参照ください。（バー
コードをクリックしてもアクセスできます。）

この秋に「滝野すずらん丘陵公園」内で撮影した皆様のお写真を大募集！
テーマは「滝野公園の秋」滝野の秋の魅力を教えてください。
「#滝野紅葉フォトコン2023」を付けてInstagramに投稿してください！

詳細な応募条件
等は滝野すずら
ん丘陵公園HPを
ご確認ください

https://www.takinopark.com/photo-contest2023/
https://www.takinopark.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/%e3%80%9010-10%ef%bd%9e11-10%e3%80%91%e7%b4%85%e8%91%89%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%882023%e3%80%80/?instance_id=3836

